
 

資料３－４ 
中央教育審議会大学分科会 

大学院部会人社系ＷＧ（第４回）  

Ｈ２２.１.２５ 

「新時代の大学院教育」（平成１７年中央教育審議会答申）に掲げられた事項の検証 
 

史学分野（１２大学：国立３、公立１、私立８） 

１．大学院教育の実質化のための取組 
（１）課程制大学院制度の趣旨に沿った教育の課程と研究指導の確立 
 ○人材養成目的の明確化等 
検証項目 主な傾向 

① 各課程・専攻ごとの人材養成目的に関する学則又は研究科規則等

における明確化及びその公表 

② 人材養成目的に沿った学生に修得させるべき知識・能力の具体化

 

・調査対象の大学において、修士（博士前期）課程から博士後期課程への進学率は約

２５％である。 

①について 

・１２大学のうち１１大学において、大学院設置基準の改正を受けて、人材養成目的

を変更している。また、１大学では、すでに人材養成目的は明確化されているとの

判断であった。 

・区分制博士課程において、明確に前期課程と後期課程で人材養成目的を分けている

のは3大学のみである。 

・人材養成目的については、「研究者」及び「高度専門職業人」の養成を掲げている

ところが多い。また、社会人入学者を念頭に置いた「高度教養人」を設定している

ところもある。 

・上記の前期課程と後期課程で人材養成目的を分けている大学は、後期課程において

「研究者」養成を第一位においているものが多い。また、５年一貫制の専攻も同様

である。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 人材養成目的の内容については、概ね抽象的・理念的な目標を掲げているものが

多く、具体的な内容、実態については掌握しがたい部分が大きい。中には質問の

意図を十分に踏まえていないものもあり、「前期と後期で人材養成目的を分けてい

る大学は3大学」と断定する事はできない。 

・ 遺憾ながら、出口課題（修了者の就職問題）について、目標・実態共に、十分に
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窺い知る事ができなかった。無論これは、前・後期それぞれの課程における「学

びの仕組み」「到達目標」と直接結び付くものである。それぞれに対応した成果の

実情が十分に把握できていない。 

・ 修士（博士前期）課程については、出口問題を考えた場合、当然複数のコース選

択と、それぞれの到達目標の明示が不可欠となる。参考資料として添えられた募

集要項等の一部の資料から垣間見る事が可能であるが、学生の目線からしてその

内容と差異が十分に理解できるか、改めて検証する必要がある。 

 

②について 

・９大学では、学生に修得させる知識・能力を明確化している。 

・3 大学では、大学院設置基準の改正を受けて、学生に修得させる知識・能力を変更

している。 

・９大学では、学則・研究科規則等に定められた人材養成目的をもって、知識・能力

の具体化を図っているとの判断であった。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 明文化された「知識・能力」の内容には、抽象的な部分の大きいものが含まれ、

どのようなカリキュラムで、具体的にどの程度の到達目標を掲げて進めているの

か、実態として、これに対する学生の評価、満足度が如何ほどのものであるのか、

問３の内容とも関連して、実態の把握が肝要である。 

・ 人文系の分野では、学問領域・専攻ごとに性格の異なる部分が大きく、全体に共

通する、「修得すべき知識・能力」となると、抽象化する傾向はやむを得ない。前

期（修士）のみで修了する学生に対しては、当該研究科で学ぶ意義を、多少抽象

的ではあっても開示する意味があるものと考えるが、研究者を志す前期・後期課

程の学生に対しては、かなり詳細に、各専攻ごとの「知識・能力」の内容を具体

的に明示する必要がある。 
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 ○体系的な教育課程の編成・コースワークの充実等 

検証項目 主な傾向 

① 課程制大学院制度の趣旨に沿った、課程等ごとの人材育成目的に

応じた教育内容・方法の充実 

② 専攻分野に関する高度の専門的知識・能力の修得とあわせて、学

修課題を複数の科目等を通して体系的に履修するコースワーク

の充実 

③ 講義と実習といった複数の授業の方法を組み合わせなど、多様な

授業科目の導入 

④ 人材養成目的や特色に応じたアドミッション・ポリシー（入学者

受入方針）の明確化及びそれを適切に反映した入学者の選考上の

工夫 

⑤ 単位制度の趣旨に沿って、学習量の確保や修得すべき単位数につ

いての見直し等の単位の実質化のための工夫 

⑥ 修士課程及び博士課程（前期）の修了要件について、修士論文の

審査を課す場合と、大学院の各課程の目的に応じて特定の課題に

ついての研究の成果の審査を課す場合とにおける教育・研究指導

の在り方の工夫 

⑦ 各大学の自主的な検討に基づいた、豊かな学識を養うための複合

的な履修取組（主専攻・副専攻制やジョイントディグリー）の導

入 

 

・調査対象の大学において、修士（博士前期）課程から博士後期課程への進学率は

約２５％である。 

①②について 

・教育内容について、前期課程においては講義系と演習系の科目を組み合わせ、後

期課程においては教員の指導を受けながら博士論文の提出を目指すという教育

課程になっている大学が大部分である。 

・就職と進学の志望の別に対応するため、教育内容を特に変更している大学は１大

学のみである。具体的には「研究者」「高度専門職業人」「高度教養人」の３つに

コース分けを行っている。 

・いくつかの大学では教育内容の改革により、学際的な視野を養成するため共通科

目を設定する等の試みがなされている。 

・修士課程の平均就職・進学率（約８５％）を超える大学は１大学のみである。 

・大学の自己評価によれば、体系的な教育の実施により専門分野に閉じこもらない

幅広い分野の知識の修得が図られているという面と、専門分野の教育の時間が不

足するという両面の指摘がある。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 「専門教育の重点化」と「学際的な視点を養成するための幅広い知識の修得」

を両立するのは、種々の物理的制約からも容易ならざる事である。前期課程と

後期課程との差別化を図り、それぞれの到達目標と終了後の進路との関係を明

確化するためにも、前期課程のカリキュラムの有り様、とりわけコースワーク

など特色的な教育の内容と、専門に特化した形での後期課程の内容を明確に区

分して、設定する努力を行う必要があろう。 

・ 大学院の重点化を志し、大学院生の数的拡充を図る場合、前期課程における教

育の意義を改めて検討し、場合によっては、一部の大学で行われているような、

出口を意識したコース設定を一般化する必要もあると考えられる。 
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④について 

・５大学において、アドミッション・ポリシーを変更した。アドミッション・ポリ

シーとして明確に規定していないところも多い。 

・社会人学生が７大学で増加している。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 「アドミッション・ポリシー」の規定は、学部・大学院を問わず不可欠であり、

意図するところを明確にした上で、随時改善する努力が必要である。 

・ 大学院の入学要件（試験内容含む）についても、学部と同様に、課程での到達

目標、修了後の進路等に即した形での、教学内容に結び付く知識・技能を検証

する効果的な設定を試みる必要がある。コース制を導入する場合は、それぞれ

の特色を反映した選考方法を規定する事が、アドミッション・ポリシーの明確

化にも繋がるものと考えられる。 

 

⑤について 

・いくつかの大学において、単位の実質化のために講義科目や単位数の見直しを行

っている。ただし、学習量はすでに十分に確保されていると評価している大学も

多い。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 特に前期課程については、単なる単位数の累積や修士論文の評価のみで、修了

を判定するのでなく、セメスター制を導入すると同時に、一回の試験のみに頼

らない評価の方法（複数回のレポート・試験、日常の評価など）を導入し、常

に中途段階における到達度の検証を志す必要がある。 

・ 後期課程については、今後その拡充を志す場合、修了後の進路の課題とも関連

して、例えば一年に最低一本はレフリー制の学術雑誌に研究成果を論文として

発表するなど、成果の蓄積に通じる何らかの到達度検証の工夫を行う事が求め

られる。 
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⑥について 

・修士論文の代わりに特定の課題研究を認定することができる制度を設けたのは、

上記の就職と進学の志望の別にコース分けをした１大学のみ。全般的に研究者志

望だけでなく就職志望であっても、その学生の修得した能力を評価するには修士

論文が必要であるという考え方が多い。 

・コース分けを行った上記の１大学においては、研究指導が教員個人の裁量に任さ

れており、改善の余地があるとの評価。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・学部教育においても、かつて就職活動等を勘案した、卒業論文の選択制（必須で

なく、卒業研究の一選択肢として位置付ける）を導入する傾向が、特に社系学部

などで多く見られたが、近年学部での専門教育の到達度検証という観点から、寧

ろこれを重視し、卒業の必須要件として組み入れる、もしくは可能な限り卒論制

作を勧奨する向きが強くなってきている感がある。大学院においては、前期課程

といえども更に高度の専門教育を履修するという意義からして、修士論文を必須

としない課程修了は、決して望ましいものでないと判断される。 

 

⑦について 

・１大学でジョイントディグリーの導入を予定し、1 大学で主専攻・副専攻制の導

入を検討している。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・幅広い視野を養成するという観点から、一定の意義はあるものと判断されるが、

専門分野の重点化という観点からすれば、寧ろ時間的・労力的制約を受ける部分

も大きくなり、大学院で一般化する事は難しい。また仮に選択肢の一つとして認

めたとしても、十分な支援体制が教員・事務局に構築できるか、その成果が修了

後の進路等で有利に作用するか、といった点について、慎重に検討する必要があ

ろう。 
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○円滑な博士の学位授与の促進 

検証項目 主な傾向 

① 厳格な成績評価と適切な研究指導により、標準修業年限内に円滑

に学位を授与することができる体制の整備 

＜円滑な学位授与を促進するためのプロセス管理等＞ 

② 学位授与に関する教員の意識改革の実施（課程制博士制度の趣旨

の徹底、各大学における博士論文の要求水準の在り方の検討） 

③ 学生を学位授与へと導く教育のプロセスを明確化する仕組みの整

備（コースワーク修了時に学生が博士論文を提出できる段階に達

しているか否かを審査する仕組みの整備、中間発表実施の仕組み

の整備、口頭試験など理解度を確認する仕組みの整備、学位審査

申請時期の明確化、年間に複数回申請できる仕組みの整備） 

④ 学位授与へと導く教育のプロセスを踏まえた適切な教育・研究指

導の実践（学位論文作成に関連する研究活動の単位認定・指導強

化、確実な論文指導の時間の確保、複数の指導教員による論文指

導体制の構築、留学生の英語等による論文作成の認可・語学力に

対応した適切な論文指導の実施） 

＜学位授与プロセスの透明性の確保等＞ 

⑤ 学位論文等の公表（論文要旨、審査結果要旨の公表及び公表方法）

論文審査方法の改善（論文審査委員名の公表、学外審査委員の登

用、口述試験の公開） 

 

①②③④について 

・すべての大学において、博士課程の標準修業年限内の学位授与率が５０％以下とな

っている。 

・その理由は、博士論文の研究レベルへの要求が高いこと、フィールドワークや資料

収集に時間がかかること、従前は人文系では論文博士で学位を得ることが多く教員

と学生の意識が変わっていないことなどが挙げられており、専門研究者を養成する

後期課程において、一律に５年という期間で学位を取得するのは困難であるという

意見が多い。 

・なお、その原因を学生の研究能力の低下が第一であるとしている大学も１大学ある。 

・一方、博士後期課程対象のほとんどの大学において、円滑な学位授与を促進するた

めの複数の取組を実施。特に学位審査申請時期の明確化と、研究の進捗状況に関す

る中間発表の実施は、多くの大学が取り組んでいる。 

・ただし、コースワーク修了時に学生が博士論文を提出できる段階に達しているか否

かを審査する仕組みの整備、学位論文作成に関連する研究活動の単位化などについ

ては、取り組んでいる大学は半数以下である。 

・各大学において、円滑な学位授与促進に向けたプロセス管理として一定の取組が行

われているものの、学位授与の促進に繋がっていない。 

・修業年限を超えて在学する学生に対して、何らかの経済的負担軽減策を実施してい

るのは６大学。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 上記のように、博士学位論文は、後期課程、もしくはそれ以前からの研究成果の

蓄積により、結果として博士学位に相応しい論文として成稿するというのが理想

的であり、そのためには、常に教員が研究内容を把握し、然るべき指導・助言を

行って、最低限の成果発表を義務づけるといった仕組みを構築する事が肝要であ
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る。遺憾ながら、多くの例では、博士論文としての成果のみの評価を行い、その

過程について責任のある指導システムが構築できていないのが実態である。今後、

修了後の進路についても、特に研究機関への就職を志す場合学位は必須要件とな

る傾向が予想されることから、内容についても十分に保証しうるような、細やか

な指導体制が求められてくると考えられる。 

・ 他国の大学の場合、大学院生の研究指導は、集団授業でなく、予約チュートリア

ル型の個別研究指導で行われている事が多い。少なくとも後期課程においては、

正課としてこのようなスタイルの指導を一般化する事が重要と考える。 

・ ただ、履修の年限については、厳格にこれを規定すると、論文「粗製濫造」の傾

向を生みかねない事から、多少幅を持たせた在籍期間が可能となるような条件の

構築も検討する必要があろう。 

 

⑤について 

・各大学において、論文審査委員名の公表、学外審査委員の登用等の学位授与プロセ

スの透明性の確保のための取組が行われている。 

・学位審査の際、指導教員が審査委員会の主査となる大学が１１大学ある。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・論文審査委員名の公表等、学位授与が正当なる事を明示する取組は至極当然である。

指導教員が主査となる点については、私情を踏まえた評価を危惧する向きもある

が、研究の過程や課題意識等について熟知している指導教員が評価を下す事が不当

とは思われない。評価・判定の根拠等について、文章化した上で大学院教授会で審

査・追認を受け、必要があればそれをも公表する仕組みが構築されていれば、問題

はないものと考えられる。 
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○教育体制の整備及び教員の教育・研究指導能力の向上 
検証項目 主な傾向 

＜体系的な教育課程の編成と教員の教育内容・方法の改善のための組

織的活動の実施＞ 

① 関係教員間における、養成する人材像についての認識の組織的な

共有及び社会の要請等への対応状況に関する確認 

② 課程の目的、教育内容・方法についての組織的な研究・研修（フ

ァカルティ・ディベロップメント（ＦＤ））の実施 

③ 助教の新設を踏まえた、教員の役割分担及び組織的な連携体制の

導入 

④ 各大学院の自主的な検討に基づいて、教育・研究指導に関する教

員の時間配分の組織的な管理 

＜成績評価基準の明示と厳格な成績評価・修了認定の実施＞ 

⑤ 教員による、各授業の目標、授業方法、学位論文の作成や審査に

至るプロセス、課程の年間計画、成績評価基準等のあらかじめの

明示、及び同基準等に照らした厳格な成績評価・修了認定の実施

＜教育研究活動の評価の実施と活用・反映＞ 

⑥ 各大学院の自主的・自律的な検討に基づく、教育活動に関する評

価の導入、人事・採用面における処遇等への活用・反映 

 

①②について 

・ほとんどの大学において、ＦＤや意識の共有・意見交換が行われている。 

・また、大学院教育に対する教員の意識や共通理解については、以前より意識が高ま

っている、または以前から意識されていると評価している大学が多い。課題として

は、学生の多様化に対応できていないことを挙げている大学がある。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・特に、コース制導入等で多様な教育システムが構築され、修了後の進路も異なる大

学院生の増加が見込まれる前期課程においては、教員相互の認識・意識の共有と、

授業改善についての日常的な取組、相互検証と意見交換がいっそう求められる。た

だ、④の課題にも関連して、これに対する評価と、大学としての対応（時間配慮等）

を充実化するする必要がある。 

 

③④について 

・助教を置いている大学は２大学のみ。 

・教育・研究指導に関する教員の時間配分や時間管理について、事務作業の増大によ

り、教育研究に専念できる時間が減っていると評価している大学がいくつかある。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 助教の設置は、単に効果的な授業運営という観点だけでなく、次世代の教員養成

という点からも、十分に評価すべきものと考えるが、教員定数の関係等から、困

難な場合も多く存在する。別途の措置が必要。 

・ 大学院教育の重点化に伴い、教員の負担増は当然予想されるもの。但し、特に人

文系の分野では、後期課程の場合は自身の研究等にフィードバックされる部分も

大きく、必ずしも全てが負担増とは言えない部分もあり、総合的に判断する必要

がある。 
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⑤について 

・すべての大学において、各授業の目標、授業方法、学位論文の作成や審査に至るプ

ロセス、課程の年間計画、成績評価基準等をシラバスや年度初めのガイダンス等で

学生に明示している。また、答申を受けて、８大学ではシラバスの内容を詳細にす

る等の取組を行っている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・この点については、答申に以後いずれの大学院においても、概ね充実化が図られて

いるものと評価されるが、その際に、あくまで学生目線で、理解と評価の可能な内

容を心がける事が肝要である。 

 

⑥について 

・教員の教育活動に対する評価の仕組みは、３大学において導入されているのみ。処

遇等への活用までしている大学は１大学である。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・大学院の事例を検討するまでもなく、学部教育においても、授業評価とその公示、

さらにはそれを処遇に反映させるというのは、たとえ積極的な成果のみを評価の対

象とするとしても、教員間の差別化を生むものである以上、極めて大きな困難を伴

う試みとなる。教育の内実化・高度化に鑑みれば、当然将来的には必要な措置と考

えるが、担当教員に理解と協力が求められるか、慎重に運ぶ必要があろう。 

 

 
 
（２）産業界等と連携した人材養成機能 

検証項目 主な傾向 

① 大学院と産業界が、目指すべき人材養成目標とそれに即して修得

すべき専門的知識・能力の内容を共有した、産学協同教育プログ

ラムの開発・実施する取組の導入 

・修士（博士前期）課程修了者の就職率は５割弱である。なお、就職先は民間企業や

学校の教員が多い。 

・博士課程修了者の就職率は５割弱である。その行き先は、大学教員がほとんどであ
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② 単位認定を前提とした長期間の実践的なインターンシップの導入

③ 学位論文の審査や教育課程の策定への産業界等の研究者の参画 

④ 大学院と産業界の情報交換の実施 

⑤ 大学院による教育内容・方法の改善、学生のキャリアパス形成に

関する指導、博士課程修了者の市場への積極的なアピールの実施

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 

①について 

・産業界と連携した教育プログラムを行っている大学は、１大学のみである。学問の

性格上、産業界と連携することは難しいという意見がほとんどである。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・確かに、学問の分野からすれば、産業界との連携は難しいものと考えられるが、前

期課程に関して、今後「高度職業人」なる部門・コースが充実されるようになれば、

修了後の進路とも関係して、マスコミ・出版業界や教育関連産業等との連携の可能

性も生じてくるように思われる。 

 

②について 

・長期間のインターンシップを実施している大学はほとんどない。一部の大学で例外

的に実施されたのみである。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・上記①で示したとおり、特定産業部門との連携が可能となれば、インターンシップ

の可能性も生まれるものと予測される。 

 

③について 

・論文審査や教育課程策定における産業界の参加については、行われていない。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・学問分野の特性からして、産業界の関係者が指導や評価に拘わる可能性は、現時点

では低いものと思われる。 

 

④⑤について 

・制度的なキャリアパス支援を行っている大学は、４大学にとどまっている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・前期課程の「高度職業人養成コース」が重点化されれば、その必要性は増してくる

ものと思われるが、現時点では、特に人文系の大学院生を対象とした特色的な支援
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は想定しがたい。 

 

 
 
（３）学修・研究課題の改善及び流動性の拡大 
 ○学生に対する修学上の支援及び流動性の拡大 

検証項目 主な傾向 

＜学生に対する修学上の支援＞ 

① 大学院生に対する経済的支援の実施（特別研究員、ＴＡ、ＲＡ等）

＜学生の流動性の拡大＞ 

② 大学院入学後の補完的な教育の提供、学生に対する経済的支援の

判断を可能な限り早期に行う仕組みの導入 

＜社会人が学ぶための環境整備＞ 

③ 企業等のキャリアパス形成に応じた各大学院におけるリカレント

教育（企業内の再教育・研修等を目的とした大学院教育プログラ

ム）の実施 

④ 社会人教育を対象とした多様な制度（長期履修学生制度、修士課

程短期在学コース・長期在学コース、夜間大学院、通信制大学院

及び昼夜開講制大学院等）の活用を通じた、社会人の大学院教育

へのアクセスの拡大 

 

①について 

・大学独自の奨学金制度の実施、ＴＡ・ＲＡの雇用、授業料減免制度の実施など、す

べての大学において経済的支援の取組を実施している。 

・２大学において、更なる拡充が必要との認識を示している。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ 近年、経済的に大学院生をサポートする仕組みは充実化しており、結果として殆

ど無償に近い形で在籍・研究に取り組む仕組みが構築されている例もある。大学

院の門戸を拡張し、優秀な研究者や高度職業人を養成するという点では望ましい

ものと考える。 

・ 問題は、そうした大学院生に修了後の生活まで保障しうる体制が作れるかという

点にあり、安易に在学期間を延長する目的で大学院に進んでくるような例をいか

にして防止するかが課題となろう。 

 

②について 

・９大学において、学士課程の授業の履修を認めている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・学士課程の授業履修に加え、近年学部教育で多く試みられているような、大学院間

相互の連携と、授業履修・単位互換のシステムを発展させることが望ましい。外国

の大学との関係だけでなく、国内の大学相互においてもDMDPの設定が求められる。 
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③④について 

・４大学において、長期履修制度を実施している。 

・他方、修士課程の短期在学コース、企業内の再教育・研修等を目的とした大学院教

育プログラムを実施している大学はない。 

・修士段階、後期課程ともに、社会人の在籍者は１割未満である。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・少子化が進む中で、今後学部も含めて大学教育のあるべき方向性として、社会人教

育の重点化が課題となる。人文系の分野では特に、リタイア組のリカレントの要望

等が出されており、それを受け容れ、充実した教育内容を保証する仕組みを構築す

る事が必須となろう。 

・真摯な姿勢で研究に臨む社会人学生の姿勢は、一般学生にとっても範とすべき効果

が期待できるばかりでなく、豊富な経験等を通じて多くの示唆を得る可能性も想定

される。 

 

 
 
○若手教員の教育研究環境の改善 

検証項目 主な傾向 

＜若手教員の教育研究環境の改善＞ 

① 博士課程からポスドク、助教等といった大学における教員・研究

者としてのキャリアの各段階に応じた体系的な研究支援の措置 

② 博士課程学生、ポスドク、助教等の研究スペースの確保等、若手

教員の活躍の場に配慮しつつ組織的な教育を展開していけるよう

な施設マネジメントの取組の実施 

③ スタートアップのための資金の支給、研究スペースの確保、研究

支援体制の充実など、テニュア・トラックにある若手教員が資質・

能力を十分に発揮できるよう、研究に専念できる体制の整備 

①②③について 

・７大学において、研究室（スペース）の確保等の若手研究者の研究支援措置を講じ

ている。 

・テニュア・トラックを導入している大学は２大学のみ。 

・研究スペースの確保や人件費の確保が困難になっていると回答する大学が多い。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・大学院生の研究環境については、上記の経済支援と同様に、近年充実化が図られる

傾向にある。 

・テニュア・トラックを考える場合、同一（出身）大学に特化した形での重点化は、
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＜教員・研究者の流動性の拡大＞ 

④ 教員の採用の公募制・任期制の導入 

⑤ 各大学院の自主的な検討に基づく、採用・選考・人事システム等

の改革（１回異動の原則の導入、テニュア・トラック制の導入）

⑥ 大学院・企業等における、同様の専門分野の任期付研究者やポス

ドクに関する人材交流 

 

教員の交流という点で固定化した状態を生じさせる可能性もあることから、むしろ

大学間の連携によって共通した体制を作ることが望ましい。 

 

④⑤⑥について 

・９大学において、教員採用の公募制、任期制が行われている。 

・評価としては、広く人材を募集することにより、公平な人事を行うことができ、多

様性が生まれ、組織が活性化することなどが挙げられている。 

・教員が任期を付さない職に就く際には、学士課程卒業後に所属していた大学等の組

織を少なくとも１回異動した者を選考する仕組みを導入している大学はない。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・教員採用の公募制・任期制は望ましいもので、公正な審査を通じて採用が決せられ

ること、時には研究実績以外の要因も含めた審査が行われることがより理想的であ

るが、上記のように、大学間連携により、出身者のみで完結されない教員集団を構

成するような仕組みを取り入れることが求められる。 

 

 

 

２．国際的な通用性、信頼性の向上（大学院教育の質の確保）のための方策 
 ○大学院評価の確立による質の確保 

検証項目 主な傾向 

① 大学院における、自己点検・評価の教育活動改善サイクルの中で

の明確な位置づけ、評価を行う責任体制の明確化、及び事務体制

の整備 

② 評価に必要な情報（定員充足率、教育・研究指導状況、学位授与

率、学生の経済的支援の状況、就職先等）について、各大学院の

自己点検・評価の項目等を踏まえた、活用しやすい形でのシステ

ム化の実施 

①②③について 

・１０大学において、研究科レベルでの自己点検・評価が行われている。 

・評価の課題として、３大学が評価負担の軽減を挙げている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・研究科レベルでの自己点検・評価は不可欠であるが、それのみならず、定期的に外

部評価（専門機関にゆだねる場合と、独自に外部評価委員を設定する場合が想定さ

れる）を受け、それを公示することが望ましい。また、そうすることによって、関
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③ 大学院における、専門分野別自己点検・評価結果の積極的な公表、

それを踏まえた教育内容・方法の見直しや改善、外部検証の実施

係者の過重な負担も幾分軽減されるものと思われる。 

・併せて、学生による定期的な評価と意見交換の場の設定、その公示を行うことも検

討されねばならない。 

 

 
 
 ○大学院の教育研究を通じた国際貢献・協調 

検証項目 主な傾向 

① セメスター制の導入や秋季入学など留学生を円滑に受け入れるた

めの工夫など、留学生が学ぶための環境整備、受け入れ体制の充

実 

② 海外分校・拠点の設置、外国の教育研究機関との連携、Ｅ－ラー

ニング（情報通信技術を利用した履修形態）等を通じた国境を越

えた教育の提供や研究の展開等の実施 

③ 大学院に関する情報を海外からも把握できるような情報発信 

④ 国際的に卓越した教育研究拠点の形成を目指す場合における、大

学院の組織編成の柔軟な実施、学内・学外との連携の強化、国内

外の優秀な研究者・学生が協同で教育研究を進められるため体制

の整備、及び施設設備の共同利用の促進などを含めた教育研究機

能の充実 

 

・留学生は修士段階では３％程度、博士後期課程では約７％が留学生である。なお、

平成１７年度と比較すると、留学生数は増加している。 

①について 

・６大学において、セメスター制を導入している。また、１大学において秋期入学制

度が導入されている。 

・２大学において、セメスター制や秋期入学制により、留学生の受入れが増加してい

る、海外の大学に入学する者が増えたと評価している。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・グローバル化が進む中で、他国の大学との密接な連携（DMDP等）を構築する上でも、

セメスター制の導入や秋期入学制は、避けて通れなくなるものと予想される。寧ろ

積極的にそのような仕組みを構築し、志ある大学院生を多く受け容れ、さらに他国

の大学での研究機会を増加させるような試みが必要となろう。 

 

②③について 

・５大学で海外拠点の設置や海外大学との協定を締結している。 

・７大学において、研究科レベルの学生の海外派遣の仕組みを整備。また、３大学に

おいては大学レベルで海外派遣の仕組みを整備。 

・成果として研究面へ良い影響を与えていること、課題として資金的な問題が挙げら

れている。 
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＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・上記の通り、その推進が期待されるが、経費の面については公費助成も含めて、体

系的な支援システムの構築が必須である。 

 

④について 

・７大学において学内・学外との連携強化、国内外の優秀な研究者・学生の共同研究

が進められている。ただし、そのうち４大学はＧＣＯＥ拠点である。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・多くの大学との連携と共同研究体制の構築は、分野の如何を問わず、大学院教育に

おいて多くの成果を生むことは必定と言える。この点についても、政策として公的

な支援の更なる充実かが求められる。 

・併せて、存在意義や教育内容等が異なる他国の大学院の特性を十分に理解した上で、

齟齬のない仕組みを構築することが、大学院間交流の活性化を導く大前提となるも

のと考えられる。 

 

 


